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【解説】 

  刑法総論および刑法各論に関する複数の論点を含む事例問題を出題した。反抗抑圧後

に奪取意思を生じた場合の取扱い、不法領得の意思、異なる構成要件間の共同正犯、因

果関係などが主な論点である。 

（１）Ｘの罪責 

  ＸがＹと共同してＡを殴打し、負傷させた行為については、傷害罪の共同正犯（刑法

６０条、２０４条）が成立する。 

 ＸはＡを気絶させ反抗を抑圧した後に財布を奪取する意思を生じ、財布を奪っている

ことから、強盗罪（刑法２３６条１項）か窃盗罪（刑法２３５条）かが問題となる。こ

の点については、反抗抑圧後に財物奪取の意思を生じた場合は新たな暴行・脅迫がない

限り窃盗罪が成立するにすぎないというのが、一般的な理解である。これによると、本

問では、Ｘは、気絶しているＡから財布を奪ったにすぎず、新たな暴行・脅迫は行って

いないから、強盗罪は成立せず、窃盗罪が成立するにすぎない。共犯関係については、

後述する。 

  その後、ＸがＢからの逮捕を免れるためにナイフをＢの近くで何度も振り回した行為

は、窃盗犯人が逮捕免脱目的で窃盗の機会の継続中に反抗を抑圧するに足る程度の暴行

を加えるものであり、事後強盗罪（刑法２３８条）に当たる。さらに、その結果、Ｂは

川に転落して打撲傷等を負っており、Ｘには強盗致傷罪（刑法２４０条前段）が成立す

る。Ｘの暴行とＢの傷害結果との間には、Ｂがあわてて前方をよく見ていなかったため

に川に転落したというＢの行為が介在していることから、因果関係が問題となるが、そ

のようなＢの行為は、Ｘの暴行から逃れる行為として不相当な行為というわけではなく、

Ｘの暴行に起因しているといえるので、危険の現実化あるいは相当因果関係が認められ、

因果関係を肯定してよいであろう。 

  傷害罪の共同正犯と強盗致傷罪とは併合罪となろう。 

（２）Ｙの罪責 

  ＹがＸと共同してＡを殴打し負傷させた行為については、傷害罪の共同正犯が成立す

る。 

  ＹがＡの財布を奪った行為について窃盗罪は成立するだろうか。Ｙは、Ａの財布を奪

った際、Ａの財布が川に廃棄されると思っており、毀棄・隠匿の意思しかなかったこと

から、不法領得の意思のうち経済的用法に従って利用処分する意思が窃盗罪の成立要件

として必要かが問題となる。判例・通説は、経済的用法に従って利用処分する意思が窃

盗罪の成立に必要であると解しており、これによると、Ｙには窃盗罪は成立せず、器物

損壊罪（刑法２６１条）が問題となるにすぎない。なお、器物損壊罪における損壊とは、

物の本来の効用を喪失させることをいい、物を隠匿する行為も損壊に当たる。 

このような前提に立つと、Ｘは窃盗罪の意思、Ｙは器物損壊罪の意思で共同してＡの

財布を奪ったこととなるため、ＸとＹに共同正犯が成立するかを検討する必要がある。



異なる構成要件間の共同正犯が問題となる。この点について部分的犯罪共同説に立ちつ

つ、窃盗罪と器物損壊罪はいずれも財物の効用を侵害する罪であり保護法益や行為態様

の点で構成要件的に実質的に重なり合うと考えると、ＸとＹは軽い器物損壊罪の限度で

共同正犯となり、他方、両罪は領得罪と毀棄・隠匿罪という点で罪質を異にするとして

構成要件的な重なり合いを否定すると、それぞれ単独犯の成否が問題となる。これに対

し、行為共同説からは、窃盗罪と器物損壊罪の共同正犯の成立を認めることも可能とな

る。 

傷害罪の共同正犯と器物損壊罪（の共同正犯）とは併合罪となろう。 

 

【評価のポイント】 

  試験問題の難易度は、法学部の期末試験程度である。したがって、高度な理論的問題

や最新の判例・学説を知っている必要はない。むしろ、刑法に関する基本的な事項につ

いて正確に理解することが重要である。 

具体的には、①構成要件該当性→違法性阻却→責任阻却という犯罪論の体系を踏まえ

（ただし、違法性阻却事由や責任阻却事由の存在しないことが明らかな場合には、その

ことに触れる必要はないであろう）、構成要件該当性（実行行為、因果関係、故意・過失、

未遂、共犯など）、違法性阻却（正当行為、正当防衛など）、責任阻却（責任能力、違法

性の意識など）について、それぞれ基本的な内容を理解していること、②刑法の各則に

規定されている主な犯罪の成立要件やその内容を理解していること、③事案における行

為者の罪責を確定する上で、見解によって結論が分かれるような点や解決方法が複雑な

点については、自説を示し、それを事案に当てはめて結論を出すこと、などが求められ

る。 


